
川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱 

 

制 定 平成１７年７月１２日   

（平成１７年７月１２日市長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、妊産婦が出産前後での体調不良等のため、育児又は家事を行うこと

が困難となっている家庭にヘルパー（以下「産前・産後家庭支援ヘルパー」という。）

を派遣し、育児又は家事を援助するため、本市が行う川崎市産前・産後家庭支援ヘルパ

ー派遣事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（認定事業者） 

第２条 この要綱において認定事業者とは、事業を継続的に運営でき、産前・産後家庭支

援ヘルパーを複数登録し、育児又は家事を援助するサービス（以下「サービス」という。）

を提供する地区に十分に対応できる事業者であって、市長が認定したものをいう。 

（認定事業者の資格要件） 

第３条 認定事業者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１） 市内又は近隣の市区町村に事業所があり、市内に派遣できるヘルパーを有すること。 

（２）育児又は家事のいずれかの支援ができること。 

（３）育児支援又は家事支援に１年以上の実績があること。 

（４）育児支援又は家事支援に関する研修を実施していること。 

（認定事業者の申請及び認定） 

第４条 認定事業者の認定を受けようとする者は、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派

遣事業実施認定申請書（第１号様式）に必要な事項を記載の上、関係書類を添えて、市

長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の認定事業者の資格要件を満た

しているかその適否を審査し、認定事業者を認定する。 

３ 市長は、認定事業者として認定したときは、当該認定事業者に対し川崎市産前・産後

家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定通知書（第２号様式）により通知するとともに、川

崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業認定事業者一覧（第３号様式。以下「認定事

業者一覧」という。）に登載する。 

４ 認定事業者は、第１項の申請内容のうちサービスを提供する地区、支援内容及び利用

者宅までの交通費を変更する場合は、その旨を川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣

事業実施認定変更承認申請書（第４号様式）により市長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

５ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査して、承認するとき

には川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更承認通知書（第５号様式）

により認定事業者に通知するとともに、認定事業者一覧の内容を変更し、承認しないと

きには川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更不承認通知書（第５号

様式の２）により認定事業者に通知する。 

６ 認定事業者は、第４項に規定するほか第１項の申請内容に変更があった場合は、川崎

市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更届（第６号様式）を市長に提出す

るものとする。 

（辞退及び認定の取消し） 



第５条 認定事業者は、事業を遂行できない事情が発生したときは、川崎市産前・産後家

庭支援ヘルパー派遣事業実施認定辞退届（第７号様式）により、市長に届け出るものと

する。 

２ 市長は前項の届け出があった場合は、認定事業者の認定を取り消すものとする。 

３ 市長は、次の各号に該当した場合は、認定事業者の認定を取り消すことができる。 

（１）認定事業者がこの要綱に違反したとき。 

（２）認定事業者として不適当と認められる事由が生じたとき。 

（３）その他、市長が特に認定の取消しが必要と認めたとき。 

４ 市長は、第２項及び前項の規定に基づき認定を取り消すときは、川崎市産前・産後家

庭支援ヘルパー派遣事業実施認定取消通知書（第８号様式）により、認定事業者に通知

するとともに、認定事業者一覧から削除する。 

（派遣対象者） 

第６条 産前・産後家庭支援ヘルパーの派遣を受けることができる者（以下「派遣対象者」

という。）は、市内に居住する妊産婦とし、産前から産後６か月を迎える日までの期間

で、体調不良等のため育児又は家事を行うことが困難であり、かつ、昼間に育児又は家

事を行う者が他にいない者とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各

号に定める期間とする。 

（１）多胎児の妊産婦（以下「多胎妊産婦」という。）の場合 産前から産後１年を迎える

日までの期間 

（２）早産児の産婦の場合 産前から出産予定日を起点として６か月（多胎妊産婦にあっ

ては１年）を迎える日までの期間 

（サービスの内容） 

第７条 派遣された産前・産後家庭支援ヘルパーが行うサービスは、別表第１に掲げる区

分に応じたサービス内容とする。 

２ 認定事業者は、別表第１（１）オ及びカに基づき、派遣対象者の監護を離れ、子ども

（派遣対象者の子どもの兄姉に限る。）を預かるときは、損害賠償保険に加入しなけれ

ばならない。 

（サービス提供の時間数及び回数） 

第８条 サービスを提供する時間数及び回数は、次のとおりとする。 

（１） 時間数は、１日４時間以内とし、４０時間を限度とする。ただし、多胎妊産婦の場

合は、１２０時間を限度とする。 

（２）回数は、１日２回を限度とする。 

（３）１回のサービス提供時間に１時間未満の端数があるときは、その端数は１時間とす

る。 

（サービスの提供） 

第９条 サービスの提供は原則毎日とし、時間帯は午前８時から午後７時までとする。 

（利用の申請） 

第１０条 サービスの利用を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、川崎市産

前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用申請書（第９号様式。以下「利用申請書」とい

う。）及び川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用日程申請書兼確認書（第９

号様式の２。以下「利用日程申請書兼確認書」という。）により、サービス利用開始希

望日の７日前までに、認定事業者に申請しなければならない。 

２ 申請者の属する世帯が、生活保護法による被保護世帯もしくは当該年度（４月から６



月に申請する場合は前年度）の市町村民税が非課税の世帯（以下「低所得世帯」という。）

である場合は、それを証する書類を添えて申請をすること。ただし、市長は、当該書類

により証明すべき事実を市民税課税台帳等により確認することができるときは、当該書

類の提出を省略させることができる。 

（承認及び通知） 

第１１条 認定事業者は、前条の規定による申請があったときは、サービスを利用しよう

とする世帯の状況等を把握のうえ、サービスの利用の承認又は不承認を決定し、その旨

を川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用承認通知書（第１０号様式）又は川

崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用不承認通知書（第１０号様式の２）によ

り、申請者に対し、速やかに通知するとともに、サービスの利用を承認した場合には、

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用者台帳（第１１号様式）に必要事項を

記載するものとする。ただし、第７条第２項に掲げる子どもを預かる場合は、認定事業

者は、加入している損害賠償保険の内容を申請者に対して説明し、了承を得たうえで利

用承認を行うものとする。 

２ 認定事業者は、前項の規定によりサービスの利用を承認した場合は、毎月の事業終了

後、該当の利用申請書の写しを市長宛て提出するものとする。 

（変更の申請等） 

第１２条 前条の規定により、サービスの利用を承認された者は、申請した利用内容を変

更しようとするとき又はサービスの利用を中止しようとするときは、原則、当該利用日

の３日前の午後５時までに、認定事業者が定める方法により、認定事業者に連絡しなけ

ればならない。 

（利用料等） 

第１３条 サービスを利用した者（以下「利用者」という。）は、別表第２に定める利用者

負担額を負担するものとする。なお、低所得世帯については、利用者負担額を免除する。 

２ 認定事業者は、申請者から利用日の２営業日前の午後５時までに、認定事業者が定め

る方法でサービスの利用を中止する連絡がなく利用中止となった場合は、補助額の範囲

内で申請者から費用を徴収できるものとする。なお、認定事業者は利用中止に係る事項

について、申請者に口頭及び書面等であらかじめ説明するものとする。 

３ 利用者は、利用者宅までの産前・産後家庭支援ヘルパーの交通費として、認定事業者

が定める費用を負担しなければならない。なお、認定事業者は費用について、申請者に

口頭及び書面等であらかじめ説明するものとする。 

４ 利用者は、産前・産後家庭支援ヘルパーが生活必需品の買い物、その他のサービスを

行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担

しなければならない。 

５ 利用者は、前各項に規定する利用料及び交通費等を、認定事業者に直接支払うものと

する。 

（産前・産後家庭支援ヘルパーの選考） 

第１４条 認定事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者のうちから、産前・

産後家庭支援ヘルパーを選考するものとする。 

（１）自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は

保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護保険法第８条

第２項に定める介護福祉士その他政令で定める者の資格を有する者であること。 

（２）心身ともに健全であること。 



（３）育児又は家事に関する援助を適切に実行する能力を有すること。 

（産前・産後家庭支援ヘルパーの研修） 

第１５条 認定事業者は、産前・産後家庭支援ヘルパーに対して必要に応じ、資質の向上

のために必要な研修を実施するものとする。 

２ 第７条第２項に掲げる子どもを預かる場合、派遣される産前・産後家庭支援ヘルパー

は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成５年３月３０日消防救第４

１号）第４条に規定する、応急手当指導員が実施する普通救命講習Ⅲを修了しなければ

ならない。ただし、前条第１号に定める資格を取得する際に、同様の講義又は講習を受

講している場合は、この限りではない。 

（産前・産後家庭支援ヘルパーの健康管理等） 

第１６条 認定事業者は、産前・産後家庭支援ヘルパーに対し、感染症等に関する知識を

習得させるとともに、年１回以上の定期健康診断を実施し、産前・産後家庭支援ヘルパ

ーの健康管理に細心の注意を払うものとする。 

（身分証明書の携行等） 

第１７条 産前・産後家庭支援ヘルパーは、サービスを行う際に、常に認定事業者が発行

する身分証明書を携行し、利用者宅の訪問時に必ず提示することとする。 

（資格を有する者の確保） 

第１８条 認定事業者は、利用者についての産前・産後家庭支援ヘルパーからの相談に対

し、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者によ

り、相談に応じられる体制を確保していなければならない。 

２ 認定事業者は、前項の有資格者について、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事

業有資格者届出書（第１２号様式）を作成し、資格証明書の写しを添えて、市長に届け

出るものとする。 

３ 前項の届出の内容について変更のあった場合についても、前項と同様に届け出るもの

とする。 

（サービス履行の確認） 

第１９条 認定事業者は、サービスを行ったときは、その都度、利用日程申請書兼確認書

により、利用者からサービス履行の確認を受けるものとする。 

２ 前項の規定によるサービス履行の確認は、利用日程申請書兼確認書に係る電磁的記録

により行うことができる。 

（補助金の申請） 

第２０条 認定事業者は、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業補助金の申請を行

う場合は、毎月の事業終了後、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実績報告書

兼補助金申請書（第１３号様式）を作成し、利用日程申請書兼確認書の写しを添えて市

長に申請するものとする。 

（補助金の支払） 

第２１条 市長は、前条により補助金の申請があった場合は、別表第２に定める補助額か

ら利用者負担額を控除した額（低所得世帯が利用した場合は、補助額の全額）を認定事

業者に支払うものとする。ただし、申請者から利用日の２営業日前の午後５時までに認

定事業者に連絡がなく利用が中止された場合の派遣のために要した費用は、補助金の支

払対象とはならないものとする。 

２ 市長は、認定事業者が多胎妊産婦に対してサービスを提供するため、産前・産後家庭

支援ヘルパーを２名以上派遣した場合は、補助額とは別に、別表第３に定める多胎児加



算額を支払うものとする。 

３ 市長は、認定事業者が、市が主催する川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業連

絡会に出席した場合は、１事業者につき、別表第３に定める連絡会出席費を支払うもの

とする。なお、会議の時間に１時間未満の端数があるときは、その端数が３０分以上の

ときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものとする。 

 （補助金の返還） 

第２２条 市長は、虚偽その他の不正な手段をもって補助を受けた認定事業者に対し、そ

の補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（帳票類の整備等） 

第２３条 認定事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その

他必要と認める帳票類を整備するものとする。 

２ 市長は、認定事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、

必要な調査を実施することができる。 

３ 認定事業者は、申請、届出、報告、記録その他これらに類するもののうち、この要綱

の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（補則） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の

実施に関し、必要な事項は、こども未来局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第４条の規定による認定事業者の認定に関する必要な手続きは、平成１７年１０月１

日以前において行うことができる。 

附 則 

この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に改正前の要綱に基づき作成された各様式は、なお当分の間、必要

な調製をして使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第６条、第７条第２項及び第

８条第２号の規定は、同年８月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

  附 則 

この要綱は、令和３年１１月５日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１１月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に旧要綱の第１１条の規定により承認した利用期限については、改

正後の第６条に規定する期間を利用期限として承認したものとみなす。 

３ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年３月３１日以前にサービスの利用を承認された者の令和８年４月１日以降の



利用時間については、令和８年４月１日時点での残回数に２を乗じて算出する。 

３ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

 

別表第１（第７条関係） 

区  分 サービスの内容 

（1） 育児に関するもの ア 授乳 

イ おむつ交換 

ウ 沐浴介助 

エ 適切な育児環境の整備 

オ 保育園等への送迎 

カ その他必要な育児援助 

※オ、カの対象となる子どもは本サービス

の派遣対象となる子どもの兄姉に限る。 

（2） 家事に関するもの ア 食事の準備及び後かたづけ 

イ 衣類の洗濯及び補修 

ウ 居室等の清掃及び整理整頓 

エ 生活必需品の買い物 

オ 関係機関との連絡 

カ その他必要な家事援助 

 

別表第２（第１３条及び第２１条第１項関係） 

補助額 ２，７５０円 

利用者負担額 
一般所得世帯 ８００円 

低所得世帯 ０円 

※１時間当たりの金額 

 

別表第３（第２１条第２項及び第３項関係） 

多胎児加算額 １，９５０円 

連絡会出席費 ２，７５０円 

※１時間当たりの金額 

 



第１号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定申請書 

 

   年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 

 このたび、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第４条第１項の規定に

基づき、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の実施認定を受けたく、次のとおり

関係書類を添えて申請いたします。 

事 業 者 名
（ ふ り が な ）

 
（                     ） 

 

設立年月日     年  月  日 

所 在 地 

〒 

 

  ℡ 

代 表 者 名  

産前・産後家庭支援 

関連事業開始年月日 
    年  月  日 

サービスを提供する地区※１ 
全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生） 

支援内容※１ 育児 ・ 家事 

利用者宅までの交通費※２  

※１ 該当するものに○印を付けて下さい。 

※２ 交通費の基準及び金額を記入して下さい。 

 

添付資料 

・産前・産後家庭支援ヘルパー登録者名簿（氏名、住所、年齢、資格、経験年数等） 

・定款、規約等 

・研修プログラム 

・その他 



第２号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定通知書 

 

 川   第   号  

  年  月  日  

 

（認定事業者） 様 

 

川崎市長  

 

 

  年  月  日付けで申請のあった川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業

の実施について、次のとおり認定したので通知します。 

認 定 番 号 第    号 

認定年月日    年  月  日 

事 業 者 名
（ ふ り が な ）

 
（                     ） 

 

所 在 地 

 

 

 

代 表 者 名  

サービスを提供する地区 
全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生） 

支援内容 育児 ・ 家事 

利用者宅までの交通費  

備 考  

 



第３号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業認定事業者一覧 

認定 

番号 
事業者名 所在地 代表者名 

サービスを 

提供する地区 
支援内容 

利用者宅ま

での交通費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



第４号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更承認申請書 

 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 所 在 地              

    事業者名              

    代表者名              

 

 このたび、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第４条第４項の規定に

基づき、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の実施認定の変更承認を受けたく、

次のとおり関係書類を添えて申請いたします。 

変更予定年月日     年  月  日 

 変更前 変更後 

サービスを提供する地区※１ 

全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・

宮前・多摩・麻生） 

全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・

宮前・多摩・麻生） 

支援内容※１ 育児 ・ 家事 育児 ・ 家事 

利用者宅までの交通費※２   

※１ 該当するものに○印を付けて下さい。 

※２ 交通費の基準及び金額を記入して下さい。 

 

添付資料 

・変更理由書 

・変更に係る理事会等の議事録 

・その他 



第５号様式 

 川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更承認通知書 

 

  川   第   号  

  年  月  日  

 

 （認定事業者） 様 

 

川崎市長            

 

 

  年  月  日付けで申請のあった川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の

実施認定の変更について、次のとおり承認したので通知します。 

 変更前 変更後 

サービスを提供する地区 

全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・

宮前・多摩・麻生） 

全市 

各区（川崎・幸・中原・高津・

宮前・多摩・麻生） 

支援内容 育児 ・ 家事 育児 ・ 家事 

利用者宅までの交通費   

 



第５号様式の２ 

 川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更不承認通知書 

 

        川   第   号  

  年  月  日  

 

 （認定事業者） 様 

 

川崎市長             

 

 

  年  月  日付けで申請のあった川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の

実施認定の変更について、次の理由で不承認としましたので通知します。 

 

不承認の理由 

 

 



第６号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定変更届 

 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 

 

 このたび、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第４条第６項の規定に

基づき、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の実施認定の内容を変更したので、

次のとおり届け出いたします。  

変更年月日    年  月  日 

 変更前 変更後 

事 業 者 名
（ ふ り が な ）

 
（            ） 

 

（            ） 

 

 

所 在 地 

 

  

代 表 者 名   

産前・産後家庭支援 

ヘルパー登録者名簿 
別紙のとおり  

 

※変更前の事業者名、所在地、代表者名は変更の有無に関係なく全て記載してください。 

 変更後は、変更のある項目のみ記載してください。 



第７号様式  

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定辞退届  

 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長  

 

 このたび、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第５条第１項の規定に

基づき、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の実施認定を辞退したく、次のとお

り届け出いたします。  

認 定 番 号 第    号  

認定年月日    年  月  日 

事 業 者 名
（ ふ り が な ）

 
（                         ）  

 

所 在 地  

代 表 者 名  

辞 退 理 由 

 

 

 

備 考  

 



第８号様式  
川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施認定取消通知書  

 
 川  第   号  
  年  月  日  

 
（認定事業者） 様  

 
川崎市長             

 
 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第５条第 項の規定に基づき、川

崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の実施について、次のとおり認定を取消しまし

たので通知します。  

認 定 番 号 第    号  

認定年月日     年  月  日 

事 業 者 名
（ ふ り が な ）

 
（                         ）  

 

所 在 地  

代 表 者 名  

取消年月日     年  月  日 

取 消 理 由 
 
 
 

備 考  

 





第９号様式の２ 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用日程申請書兼確認書 

 

利用事業者名            申請者名        

利用日程 ※事業者記入欄 

利用希望日 利用希望時間 実施時間 累計時間数 派遣者氏名 サービス内容 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

／ ：  ～  ： ：  ～  ：   育児 ・ 家事 

※１日２回、４時間以内、累計４０時間（多胎の場合は１２０時間）まで利用できます。（１回当たりの１時間未満の端数は１時間とする。） 

※利用希望時間と実施時間が同一の場合は、利用希望時間は空欄でかまいません。 



第１０号様式  

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用承認通知書  

 
  年  月  日  

（申請者） 様  
 所 在 地              

  事業者名              

  代表者名              

 
   年  月  日付けで申請のあった川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の利用について、

体調不良等のため育児又は家事を行うことが困難であり、かつ、昼間に育児又は家事を行う者が他にい

ないと認め、次のとおり承認したので通知します。 

※サービスを変更する場合は事業者宛てご連絡ください。 

※買い物等のために要した交通費等は利用者負担額とは別に実費負担が必要となります。 

申請者住所  
川崎市    区  

希望したサービ

スに、チェックを

付けています。  

育 

児 

援 

助 

□授乳  

家 

事 

援 

助 

□食事の準備及び後かたづけ  

□おむつ交換  □衣類の洗濯及び補修  

□沐浴介助  □居室等の清掃及び整理整頓  

□適切な育児環境の整備  □生活必需品の買い物  

□保育園等への送迎 □関係機関との連絡  

□ そ の 他 必 要 な 育 児 援 助

（          ） 

□その他必要な家事援助  

（           ）  

利用期限  

    年  月  日まで（出産前の利用については記載不要）  
（注意事項） 

１ 利用期限は産後６か月を迎える日までとなります。ただし、多胎妊産婦の場

合は産後１年を迎える日まで、早産の場合は出産予定日を起点として６か月（多

胎妊産婦の場合は１年）を迎える日までとなります。 

２ 出産前から利用し出産後も引き続き利用される場合は、お子様の生年月日を

必ず事業者あてにお伝えください。 

受付 No. 



第１０号様式の２  

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用不承認通知書  

 

  年  月  日  

（申請者） 様  

 所 在 地              

  事業者名              

  代表者名              

 
   年  月  日付けで申請のあった川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業の

利用について、次の理由により不承認としたので通知します。  

 

申請者住所  
川崎市   区  

不承認理由  

受付 No. 



第１１号様式 

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業利用者台帳 

    年度 

認定事業者名 

 

受付№ 利用者氏名 利用者住所 出産日・母子健康手帳番号 備考 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

  
川崎市  区   年  月  日生 

番号 
 

 



第１２号様式  

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業有資格者届出書  

  年  月  日  

（宛先）川崎市長  

所 在 地              

    事業者名              

    代表者名              
 
 川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第１８条の規定に基づき、利用者

についての産前・産後家庭支援ヘルパーからの相談に応じる有資格者を資格証明書の写し

を添えて、次のとおり届け出いたします。  
届出（変更）年月日     年  月  日 

番号 氏  名 住  所 生年月日 資 格 備 考 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

１０       

 



第１３号様式

　年　　月　　日

（宛先）川崎市長　様

所 在 地

事業者名

代表者名

年 月分

時間× 円

時間× 円

時間× 円

時間× 円

多胎児加算額

円 ････････ (C)

利用者負担額

円 ････････ (B)

　内訳　多胎児妊産婦にヘルパーを２名以上派遣した時間数

連絡会出席費

円 ････････ (D)

　内訳　連絡会出席時間数

申請金額

　(A) － (B) ＋ (C) ＋ (D) 

円

利用延時間数 時間

低所得世帯利用延時間数 時間

　内訳　利用延時間数（低所得世帯利用延時間数は除く）

多胎児妊産婦利用延時間数 時間

補助額

円 ････････ (A)

　内訳　利用延時間数

人利用実人数

川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実績報告書兼補助金申請書

　次のとおり、川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業実施要綱第２０条の規定に基づき、川崎市産前・産後家庭支
援ヘルパー派遣事業を実施したので報告します。また、これにかかる補助金を申請します。



別紙  
産前・産後家庭支援ヘルパー登録者名簿  

  年  月  日  

№  氏名  
在住  

市区町村  
年齢  資格名  子育て経験  

子育て事業  
従事経験（年）  

救命講習の受講  

１      有・無    

２      有・無    

３      有・無    

４      有・無    

５      有・無    

６      有・無    

７      有・無    

８      有・無    

９      有・無    

10     有・無    

11     有・無    

12     有・無    

13     有・無    

14     有・無    

15     有・無    

16     有・無    

17     有・無    

18     有・無    

19     有・無    

20     有・無    
 


